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(57)【要約】
【課題】外観を化粧して見栄えを向上させるとともに、
経年使用によって堆積した塵埃などを容易に洗浄する。
【解決手段】排水管Ｐに接続されて床板Ｆの取付開口Ｆ
ａ周縁に固定された接続部材２と、接続部材２に支持さ
れて封水を確保可能なトラップ部材３と、トラップ部材
３に嵌挿されて接続部材２に支持されるとともに、排水
ホース７と接続可能なエルボ部材４と、エルボ部材４に
装着されて接続部材２にねじ結合され、エルボ部材４を
接続部材２との間で挟み込むロック部材５と、エルボ部
材４に着脱自在に装着される化粧カバー６とから構成さ
れる。そして、化粧カバー６は、接続部材２およびロッ
ク５部材を覆う本体部６１およびエルボ部材４を覆うエ
ルボカバー部６２を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床に設置された設備機器の排水を床板の取付開口に立ち上げられた排水管に導いて排出
する排水ユニットにおいて、排水管に接続されて床板の取付開口周縁に固定される接続部
材と、接続部材に支持されて封水を確保可能なトラップ部材と、トラップ部材に嵌挿され
て直接、あるいは、トラップ部材を介して接続部材に支持されるとともに、設備機器の排
水ホースと接続可能なエルボ部材と、エルボ部材に装着されるとともに、接続部材にねじ
結合されてエルボ部材を接続部材との間で挟み込むロック部材と、接続部材、エルボ部材
、ロック部材の何れかに着脱自在に装着される化粧カバーとからなり、前記化粧カバーは
、接続部材およびロック部材を覆う本体部およびエルボ部材を覆うエルボカバー部を有す
ることを特徴とする排水ユニット。
【請求項２】
　床に設置された設備機器の排水を床板の取付開口に立ち上げられた排水管に導いて排出
する排水ユニットにおいて、排水管に接続されて床板の取付開口周縁に固定される接続部
材と、接続部材に支持されて封水を確保可能なトラップ部材と、トラップ部材に嵌挿され
て直接、あるいは、トラップ部材を介して接続部材に支持されるとともに、設備機器の排
水ホースと接続可能なエルボ部材と、エルボ部材に装着されるとともに、接続部材にねじ
結合されてエルボ部材を接続部材との間で挟み込むロック部材と、接続部材を介して固定
された取付部材に着脱自在に装着される化粧カバーとからなり、前記化粧カバーは、接続
部材およびロック部材を覆う本体部およびエルボ部材を覆うエルボカバー部を有すること
を特徴とする排水ユニット。
【請求項３】
　請求項１記載の排水ユニットにおいて、前記化粧カバーの本体部がエルボ部材の垂直部
外周面と係止可能な係止突部を有することを特徴とする排水ユニット。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一つに記載の排水ユニットにおいて、前記化粧カバーのエルボ
カバー部が排水ホースに設けられたフック部と係合可能な係合部を有することを特徴とす
る排水ユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、洗濯機などの設備機器の排水ホースと排水管との間に配設されて設備機器
の排水を排水管に排出する排水ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、洗濯機などの設備機器の排水ユニットは、設備機器からの排水を床下に敷設さ
れた排水管に排出するために採用され、設備機器の排水ホースと接続可能なエルボ部材、
エルボ部材および排水管にわたって接続可能な固定用筒体、固定用筒体に配置されて封水
するトラップ本体を有し、固定用筒体が排水管と接続されて床板などに取り付けられてい
る。そして、エルボ部材と設備機器の排水ホースとを接続することにより、設備機器の排
水をトラップ本体に導いて、臭気の逆流を防止しつつ排水管に排出するものである。
【０００３】
　この場合、排水ユニットと、床下に敷設されて床板などに形成された取付開口に立ち上
げられた排水管とは、床下において接続されている。（例えば、特許文献１参照。）
【特許文献１】特開２００７－２３６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前述した排水ユニットにおいては、固定用筒体を床板にビス止めした後、固
定用筒体に化粧カバーを装着して被覆するようにしている。このため、化粧カバーによっ
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て固定用筒体を固定するビスを被覆して化粧することはできるものの、その上方にエルボ
部材およびエルボ部材を固定用筒体にねじ止めするロックナットが露出しており、見栄え
が低下するものとなっていた。また、経年使用によって排水ユニットに塵埃などが堆積し
た際に、排水ユニットを構成する各部材を取り外しして洗浄する必要があり、洗浄作業が
煩雑となるという欠点があった。
【０００５】
　また、設備機器の排水ホースは、排水ユニットのエルボ部材に差し込まれて接続される
とともに、固定バンドを締め付けることにより、抜け出しが防止されているが、固定バン
ドの締め付けを失念した場合、あるいは、固定バンドの締め付け力が弱い場合、排水ホー
スにつまずくなどによって排水ホースがエルボ部材から外れ、排水が床板上に漏出するお
それがある。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、外観を化粧して見栄えを向上さ
せるとともに、経年使用によって堆積した塵埃などを容易に洗浄することのできる排水ユ
ニット、合わせて、排水ホースの意図しない離脱を確実に防止することのできる排水ユニ
ットを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、床に設置された設備機器の排水を床板の取付開口に立ち上げられた排水管に
導いて排出する排水ユニットにおいて、排水管に接続されて床板の取付開口周縁に固定さ
れる接続部材と、接続部材に支持されて封水を確保可能なトラップ部材と、トラップ部材
に嵌挿されて直接、あるいは、トラップ部材を介して接続部材に支持されるとともに、設
備機器の排水ホースと接続可能なエルボ部材と、エルボ部材に装着されるとともに、接続
部材にねじ結合されてエルボ部材を接続部材との間で挟み込むロック部材と、接続部材、
エルボ部材、ロック部材の何れかに着脱自在に装着される化粧カバーとからなり、前記化
粧カバーは、接続部材およびロック部材を覆う本体部およびエルボ部材を覆うエルボカバ
ー部を有することを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明によれば、接続部材を床板の取付開口に立ち上げられた排水管に接続した後、接
続部材を床板にビスなどを利用して固定する。次いで、ロック部材を装着したエルボ部材
をトラップ部材に差し込んで接続した後、エルボ部材を接続したトラップ部材を接続部材
に挿入して支持するとともに、エルボ部材を直接、あるいは、トラップ部材を介して接続
部材に支持する。その後、ロック部材を接続部材にねじ込み、エルボ部材を接続部材との
間で挟み込んで取り付けた後、エルボ部材に設備機器の排水ホースを接続し、固定バンド
を介して固定し、さらに、化粧カバーを接続部材、エルボ部材、ロック部材の何れかに押
し込んで装着する。
【０００９】
　これにより、化粧カバーの本体部が接続部材およびロック部材を覆うとともに、エルボ
カバー部がエルボ部材を覆うことから、化粧カバーが床面から上方に突出する部分を覆い
隠して外観を化粧し、見栄えを向上させることができる。また、経年使用による塵埃など
は化粧カバーの上面のみに堆積することから、装着された部材から取り外して簡単に洗浄
することができる。
【００１０】
　なお、設備機器からの排水は、排水ホース、エルボ部材およびトラップ部材を経て排水
管に排出される。この際、トラップ部材に排水による封水が確保され、臭気の逆流が防止
される。
【００１１】
　本発明は、床に設置された設備機器の排水を床板の取付開口に立ち上げられた排水管に
導いて排出する排水ユニットにおいて、排水管に接続されて床板の取付開口周縁に固定さ
れる接続部材と、接続部材に支持されて封水を確保可能なトラップ部材と、トラップ部材
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に嵌挿されて直接、あるいは、トラップ部材を介して接続部材に支持されるとともに、設
備機器の排水ホースと接続可能なエルボ部材と、エルボ部材に装着されるとともに、接続
部材にねじ結合されてエルボ部材を接続部材との間で挟み込むロック部材と、接続部材を
介して固定された取付部材に着脱自在に装着される化粧カバーとからなり、前記化粧カバ
ーは、接続部材およびロック部材を覆う本体部およびエルボ部材を覆うエルボカバー部を
有することを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明によれば、接続部材に取付部材を嵌合し、取付部材を嵌合した接続部材を床板の
取付開口に立ち上げられた排水管に接続した後、接続部材を取付部材とともに床板にビス
などを利用して固定する。次いで、ロック部材を装着したエルボ部材をトラップ部材に差
し込んで接続した後、エルボ部材を接続したトラップ部材を接続部材に挿入して支持する
とともに、エルボ部材を直接、あるいは、トラップ部材を介して接続部材に支持する。そ
の後、ロック部材を接続部材にねじ込み、エルボ部材を接続部材との間で挟み込んで取り
付けた後、エルボ部材に設備機器の排水ホースを接続し、固定バンドを介して固定し、さ
らに、化粧カバーを取付部材に装着する。
【００１３】
　これにより、化粧カバーの本体部が接続部材およびロック部材を覆うとともに、エルボ
カバー部がエルボ部材を覆うことから、化粧カバーが床面から上方に突出する部分を覆い
隠して外観を化粧し、見栄えを向上させることができる。また、経年使用による塵埃など
は化粧カバーの上面のみに堆積することから、装着された取付部材から取り外して簡単に
洗浄することができる。
【００１４】
　なお、設備機器からの排水は、排水ホース、エルボ部材およびトラップ部材を経て排水
管に排出される。この際、トラップ部材に排水による封水が確保され、臭気の逆流が防止
される。
【００１５】
　本発明において、前記化粧カバーの本体部がエルボ部材の垂直部外周面と係止可能な係
止突部を有することが好ましい。これにより、化粧カバーをエルボ部材に装着した際、係
止突部がエルボ部材の垂直部外周面に係止され、化粧カバーをエルボ部材に保持して、脱
落を防止することができる。
【００１６】
　本発明において、前記化粧カバーのエルボカバー部が排水ホースに設けられたフック部
と係合可能な係合部を有することが好ましい。これにより、排水ホースにフック部が設け
られているときには、化粧カバーの係合部を排水ホースのフック部に係合することができ
、排水ホースを保持してエルボ部材からの脱落を確実に防止することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、外観を化粧して見栄えを向上させるとともに、経年使用によって堆積
した塵埃などを容易に洗浄することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　図１乃至図３には、本発明の排水ユニット１の一実施形態が示されている。
【００２０】
　この排水ユニット１は、床板Ｆ上に設置された設備機器、例えば、洗濯機の排水を床下
に敷設された排水管Ｐに排出するために床板Ｆに取り付けて使用されるものであり、排水
管Ｐと接続されるとともに、床板Ｆに形成された取付開口Ｆａの周縁部に固定される接続
部材２と、接続部材２に支持されたトラップ部材３と、トラップ部材３に嵌挿されて接続
部材２に支持されたエルボ部材４と、エルボ部材４に装着されて接続部材２とねじ結合さ
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れたロック部材５と、エルボ部材４に装着された化粧カバー６とから構成されている。
【００２１】
　接続部材２は、例えば、ＡＢＳ樹脂によって形成されており、排水管Ｐとの接続部とな
る下筒部２１と、下筒部２１の上端から外方に延びるフランジ部２２と、フランジ部２２
の上面から立設され、下筒部２１よりも大径の上筒部２３と、からなり、下筒部２１は、
その下端から内方に突出する内方フランジ２１１（図１参照）を有している。
【００２２】
　そして、接続部材２の下筒部２１は、その外径が排水管Ｐの内径に対応して設定されて
おり、その内方フランジ２１１には、後述するトラップ部材３の段差部３１１を支持する
ことができる。また、接続部材２のフランジ部２２には、周方向に設定間隔をおいて複数
個のビス穴２２ａが形成されており、ビス穴２２ａを通してビスＳを床板Ｆにねじ込むこ
とによって接続部材２を床板Ｆに固定することができる。さらに、接続部材２におけるフ
ランジ部２２の上面のうち、上筒部２３よりも内方の上面は、後述するエルボ部材４の突
出部４３１を載置可能な段差部２２１に形成されている。また、接続部材２の上筒部２３
の内周面には雌ねじ２３ｆが形成されており、後述するロック部材５の雄ねじ５ｍとねじ
結合することができる（図１参照）。
【００２３】
　トラップ部材３は、接続部材２の下筒部２１の内周面に嵌合可能な外径のわん体３１と
、わん体３１の内部に配設され、半円錐面形状の傾斜部３２１および垂直部３２２からな
る仕切り壁３２と、から形成されている。そして、仕切り壁３２の垂直部３２２によって
わん体３１の内部が横断面半円状に二分割される一方、垂直部３２２の下端縁とわん体３
１の底面との間には、流通路３ａが形成されている。また、仕切り壁３２の傾斜部３１の
裏面側において、わん体３１の上部には、周方向に略半周にわたる流出口３ｂが形成され
ている。このため、後述するように、設備機器からの排水は、仕切り壁３２の傾斜部３２
１に沿ってわん体３１の横断面半円状の一方の空間に流れるとともに、流通路３ａを経て
わん体３１の横断面半円状の他方の空間に達し、流出口３ｂから溢水する。この際、トラ
ップ部材３のわん体３１の内部において、その底面から流出口３ｂに達する高さの排水に
よる封水を確保することができる。
【００２４】
　なお、トラップ部材３のわん体３１の上部外周面には、前述した接続部材２における下
筒部２１の内方フランジ２１１に支持可能な段差部３１１が形成されている。
【００２５】
　エルボ部材４は、ゴムなどから形成され、垂直部４１および水平部４２からなる管状体
であって、垂直部４１の下端に垂下部４３が延設されている。そして、エルボ部材４は、
垂下部４３が前述したトラップ部材３のわん体３１の上端部内周面に嵌挿されて接続可能
であり、また、水平部４２の内周面に洗濯機の排水ホース７（図６参照）の先端が差し込
まれて接続可能となっている。一方、エルボ部材４の垂下部４３には、接続部材２の段差
部２２１に支持可能な突出部４３１が形成されている。
【００２６】
　ロック部材５は、前述した接続部材２の上方筒体２３の雌ねじ２３ｆに螺合可能な雄ね
じ５ｍを有し、エルボ部材４に水平部４２から嵌入されて、垂直部４１に対して回転可能
に装着されるものである。
【００２７】
　化粧カバー６は、エルボ部材４に装着可能であって、図５および図６に示すように、浅
いわん状の本体部６１と、本体部６１の直径方向上方に突出するとともに、本体部６１の
外周縁を超えて外方に延出して形成された縦断面略コ字状のエルボカバー部６２とからな
り、エルボ部材４に装着された際には、本体部６１が接続部材２およびロック部材５を覆
う一方、エルボカバー部６２がエルボ部材４を覆うことにより、排水ユニット１の床板Ｆ
より上方に突出する部分の外観を化粧するものである。
【００２８】
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　具体的には、化粧カバー６の本体部６１は、接続部材２のフランジ部２２よりも大径で
あって、上筒部２３にエルボ部材４に装着されたロック部材５がねじ込まれた際の床面か
らロック部材５の上面までの高さよりも若干高い浅いわん状体であり、中心部にエルボ部
材４の垂直部４１の外径に対応する直径の優弧状切欠部６１ａが形成されるとともに、エ
ルボカバー部６２の延出方向直下において、優弧状切欠部６１ａに連続してエルボ部材４
の垂直部４１の直径に略相当する幅の方形状切欠部６１ｂが形成され、優弧状切欠部６１
ａおよび方形状切欠部６１ｂの連設部に、エルボ部材４の垂直部４１と係止可能な係止突
部６１ｘを有している。
【００２９】
　化粧カバー６のエルボカバー部６２は、天井部６２１および左右の側壁部６２２によっ
てエルボ部材４の水平部４２の直径よりも若干大きな幅の縦断面略コ字状に形成され、本
体部６１の外周縁の若干外方から徐々に側壁部６２２の高さを増すように滑らかに立ち上
げられ、本体部６１の中心部近傍から天井部６２１がほぼ水平方向に、かつ、その外周縁
を超えて外方に延出されて、エルボ部材４の水平部４２を覆うように設定されている。そ
して、エルボカバー部６２の側壁部６２２は、本体部６１の中心部近傍から天井部６２１
の先端にかけてほぼ直線状に切り欠かれており、後述するように、エルボカバー部６２の
側壁部６２２の外方において、固定バンドＫ（図６、図７参照）を介してエルボ部材４の
水平部４２と、該水平部４２に差し込まれた排水ホース７とを固定することができる。ま
た、エルボカバー部６２の天井部６２１の先端部には、排水ホース７に回転自在に装着さ
れたフック部材７１のフック７１１と係合可能な凸字状穴の係合部６２ｘが形成されてい
る。
【００３０】
　次に、このように構成された排水ユニット１の施工手順について説明する。
【００３１】
　まず、設備機器の設置位置に合わせて、排水管Ｐの外径よりも大径の取付開口Ｆａを床
板Ｆに形成する。そして、床下に敷設された排水管Ｐの一端部を床板Ｆの取付開口Ｆａに
臨むように立ち上げる。次いで、排水管Ｐの上端部側内周面に接着剤を塗布するとともに
、接続部材２の下筒部２１の外周面に接着剤を塗布し、接続部材２の下筒部２１に排水管
Ｐの一端部をフランジ部２２に当接するまで嵌挿し、両者を接着する。接続部材２と排水
管Ｐとの接着が終了すれば、接続部材２を床板Ｆに載置し、フランジ部２２のビス穴２２
ａを通してビスＳをねじ込み、床板Ｆに固定する。
【００３２】
　次いで、ロック部材５を装着したエルボ部材４の垂下部４３をトラップ部材３のわん体
３１の上端部内周面に差し込んだ後、エルボ部材４を嵌挿したトラップ部材３を接続部材
２の上筒部２３および下筒部２１を通して排水管Ｐの内部に挿入する。この際、エルボ部
材４の垂下部４３の外周面が接続部材２の下筒部２１の内周面に密着する。また、トラッ
プ部材３の段差部３１１が接続部材２における下筒部２１の内方フランジ２１１に載置さ
れて支持されるとともに、エルボ部材４の突出部４３１が接続部材２におけるフランジ部
２２の段差部２２１に載置されて支持される。この状態で、ロック部材５を接続部材２の
上筒部２３にねじ込むことにより、エルボ部材４を接続部材２との間で挟み込み、離脱し
ないように固定する。この後、エルボ部材４の水平部４１に固定バンドＫ（図６、図７参
照）を装着した後、排水ホース７の先端部を水平部４１に差し込み、固定バンドＫを締め
付けて排水ホース７が離脱しないように固定する。
【００３３】
　さらに、エルボ部材４の水平部４１と対向する後背側において、化粧カバー６における
エルボカバー部６２の左右の側壁部６２２を把持し、その本体部６１の方形状切欠部６１
ｂを前方に向けた後、エルボ部材４の水平部４２を覆うように斜め上方から被せ、本体部
６１の優弧状切欠部６１ａをエルボ部材４の垂直部４１に強制的に押し込んで嵌め込む。
この際、エルボ部材４の垂直部４１が弾性変形し、化粧カバー６の係止突部６１ｘの通過
を許容する。また、化粧カバー６の優弧状切欠部６１ａがエルボ部材４の垂直部４１の外
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周面に嵌合されるとともに、係止突部６１ｘがエルボ部材４の垂直部４１の前方外周面（
水平部４２が延設された側の外周面）に位置して係止することにより、エルボ部材４に対
して化粧カバー６を保持して抜け出しを防止する。
【００３４】
　これにより、化粧カバー６の本体部６１によって接続部材２のフランジ部２２および上
筒部２３、ロック部材５を覆うとともに、エルボカバー部６２によって水平部４２を含め
てエルボ部材４を覆うことができ、結局、化粧カバー６によって排水ユニット１の床板Ｆ
から上方に突出している部分を覆い隠して外観を化粧し、見栄えを向上させることができ
る。また、経年使用によって塵埃などは、排水ユニット１の化粧カバー６の上面に堆積し
、接続部材２のフランジ部２２やロック部材５の上面、あるいは、エルボ部材４の上面に
堆積することがないことから、化粧カバー６をエルボ部材４から取り外して簡単に洗浄す
ることができる。
【００３５】
　また、排水ホース７にフック部７１１を有するフック部材７１が回転自在に装着されて
いる場合には、エルボ部材４の水平部４２に排水ホース７を接続し、固定バンドＫを介し
て固定した後、化粧カバー６を把持し、そのエルボカバー部６２の係合部６２ｘをフック
部材７１のフック部７１１に挿通した後、同様に、エルボ部材４の水平部４２を覆うよう
に斜め上方から被せ、本体部６１の優弧状切欠部６１ａをエルボ部材４の垂直部４１に強
制的に押し込んで嵌め込めばよいものである（図６参照）。
【００３６】
　この場合も、前述したように、化粧カバー６によって排水ユニット１の床板Ｆから上方
に突出している部分を覆い隠して外観を化粧し、見栄えを向上させることができる。また
、塵埃などは、排水ユニット１の化粧カバー６の上面のみに堆積することから、化粧カバ
ー６をエルボ部材４から取り外して簡単に洗浄することができる。しかも、化粧カバー６
の係合部６２ｘに排水ホース７のフック部７１１が係合されていることにより、排水ホー
ス７につまずくなどによって抜け出し方向の力が作用したとしても、排水ホース７を排水
ユニット１の化粧カバー６によって確実に保持することができ、排水ホース７のエルボ部
材４からの抜け出し、ひいては、排水の漏出を防止することができる。
【００３７】
　このような排水ユニット１においては、洗濯機などからの排水は、排水ホース７を通し
てエルボ部材４からトラップ部材３に導かれる。そして、トラップ部材３に導かれた排水
は、仕切り壁３２の傾斜部３２１に沿ってわん体３１の横断面半円状の一方の空間に流れ
るとともに、流通路３ａを経てわん体３１の横断面半円状の他方の空間に達し、流出口３
ｂから溢水し、排水管Ｐへと流出する。この際、トラップ部材３のわん体３１の内部にお
いて、その底面から流出口３ｂに達する高さの排水の封水を確保することができ、排水管
Ｐを上昇する臭気を水封することができる。
【００３８】
　なお、前述した実施形態においては、化粧カバー６をエルボ部材４の垂直部４１に係止
し、装着する場合を説明したが、装着する対象をエルボ部材４に限定するものではない。
例えば、図８および図９に示すように、ロック部材５の外周縁に操作用周壁５１を垂設す
るとともに、操作用周壁５１の外周面に係止溝５１ａを形成し、また、ロック部材５の係
止溝５１ａに対応して化粧カバー６の本体部６１の内面に略半円状の内周フランジ６１１
を形成するとともに、本体部６１の中心部において、内周フランジ６１１にロック部材５
の係止溝５１ａの外径に対応する内径の、先端部に係止突部６１ｙを有する略半円状の切
欠部６１１ａを形成し、化粧カバー６の内周フランジ６１１の切欠部６１１ａの周縁をロ
ック部材５の係止溝５１ａに嵌め込み、係止突部６１ｙで係止することによって装着して
もよい。
【００３９】
　また、詳細には図示しないが、前述したロック部材５に化粧カバー６を装着する場合と
同様に、接続部材２の上筒部２３に係止溝を形成するとともに、接続部材２の係止溝に対
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応して化粧カバー６に略半円状の内周フランジを形成するとともに、該内周フランジに係
止突部を有する略半円の状切欠部を形成し、化粧カバー６を接続部材２の上筒部２３に装
着してもよい。
【００４０】
　さらに、化粧カバー６を排水ユニット１を構成する接続部材２、エルボ部材４、ロック
部材５に装着する以外に、化粧カバー６を取り付けるための取付部材を設け、取付部材に
化粧カバーを装着するようにしてもよい。
【００４１】
　以下、取付部材を介して化粧カバーを装着する他の実施形態について図１０および図１
１に基づいて説明する。
【００４２】
　なお、取付部材８および化粧カバー６以外は、同一の構造であり、同一の部材には同一
の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００４３】
　取付部材８は、図１１に示すように、接続部材２の下筒部２１の外径よりも若干大きな
内径と接続部材２のフランジ部２２の外径よりも大きく、化粧カバー６の本体部６１の外
径よりも小さな外径とを有するリング状の円板８１の外周縁およびその近傍に外周壁８２
および該外周壁８２よりも若干高さの高い内周壁８３が形成されたものである。また、取
付部材８の円板８１には、接続部材２のフランジ部２２に形成されたビス穴２２ａに対応
する取付穴８１ａが形成されている。
【００４４】
　一方、化粧カバー６は、本体部６１およびエルボカバー部６２からなり、図１１に示す
ように、本体部６１の中心部にエルボ部材４の垂直部４１の外径に対応する直径の半円状
切欠部６１ｃが形成されるとともに、エルボカバー部６２の延出方向直下において、半円
状切欠部６１ｃに連続してエルボ部材４の垂直部４１の直径に略相当する幅の方形状切欠
部６１ｂが形成され、また、本体部６１の外周縁近傍の内面に取付部材８の内周壁８３の
外径に対応する内径と、外周壁８２の内径に対応する外径の周壁６１２が垂設されている
。
【００４５】
　このような取付部材８および化粧カバー６を有する実施形態において、排水ユニット１
を施工する場合は、まず、接続部材２の下筒部２１に取付部材８を嵌挿した後、排水管Ｐ
に接続部材２を接続する。そして、接続部材２および取付部材８を床板Ｆに載置し、それ
らのビス穴２２ａおよび取付穴８１ａを合わせてビスＳをねじ込み、床板Ｆに固定する。
これにより、取付部材８が床板Ｆと接続部材２との間に挟まれて固定される。
【００４６】
　次いで、ロック部材５を装着したエルボ部材４をトラップ部材３に差し込んだ後、エル
ボ部材４を嵌挿したトラップ部材３を接続部材２を通して排水管Ｐの内部に挿入するとと
もに、エルボ部材４を接続部材２に嵌合させる。この後、ロック部材５を接続部材２にね
じ込み、エルボ部材４を接続部材２との間で挟み込んで固定する。さらに、エルボ部材４
に排水ホース７を差し込み、固定バンドＫを介して固定する。
【００４７】
　次いで、化粧カバー６におけるエルボカバー部６２の左右の側壁部６２２を把持し、そ
の本体部６１の方形状切欠部６１ｂを前方に向けた後、エルボカバー部６２がエルボ部材
４の水平部４２を覆うとともに、本体部６１の半円状切欠部６１ｃがエルボ部材４の垂直
部４１の外周面に沿うように上方から被せる。これにより、化粧カバー６の本体部６１の
外周縁近傍の内面から垂設された周壁６１２が、取付部材８の内周壁８３および外周壁８
２間の隙間に嵌まり込み、化粧カバー６を装着することができる（図１０参照）。一方、
化粧カバー６を引き上げれば、化粧カバー６を取付部材８から抜き出すことができる。
【００４８】
　また、トラップ部材３としては、封水を確保すればよく、実施例に限定されるものでは
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ップ部材の垂下部を延長して配設し、わん体の高さに相当する封水を確保するようにして
もよい。また、トラップ部材３の上端にフランジを形成して接続部材２の段差部２２１に
載置して支持するとともに、トラップ部材の上端にエルボ部材４を載置して支持するよう
にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の排水ユニットの一実施形態を排水管に接続するとともに、床板に固定し
て示す半断面図である。
【図２】図１の排水ユニットを排水管とともに示す斜視図である。
【図３】図１の排水ユニットの分解斜視図である。
【図４】化粧カバーを一部破断して示す斜視図である。
【図５】化粧カバーの底面図である。
【図６】図１の排水ユニットに排水ホースを接続して示す側面図である。
【図７】図６の排水ユニットを排水ホースを外して示す正面図である。
【図８】本発明の排水ユニットの変形例を一部破断して示す側面図である。
【図９】図８の排水ユニットを排水ホースを外して示す正面図である。
【図１０】本発明の排水ユニットの他の実施形態を示す側面図である。
【図１１】図１０の化粧カバーおよび取付部材を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　排水ユニット
　２　接続部材
　３　トラップ部材
　４　エルボ部材
　５　ロック部材
　６　化粧カバー
　６１　本体部
　６１ｘ　係止突部
　６２　エルボカバー部
　６２ｘ　係合部
　７　排水ホース
　７１１　フック部
　８　取付部材
　Ｐ　排水管
　Ｆ　床板
　Ｆａ　取付開口
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